
 

 

 

 

 

火災に遭われた方へ 

火災り災後の諸手続について（参考資料） 

 

 

 

 

このたびは、思いがけない災難で御心痛いかばかりかと、心からお見舞い申しあげます。 

どうか、この災難にお力落しのありませんよう、一日も早い御回復をお祈り申しあげます。 

この冊子は、当面の諸手続に関しまして、概略をまとめたものでございますので、参考に

していただければと存じます。 

 

 

 

 

※この参考資料は草津市において把握している手続等に関して取りまとめたものであり、

り災後の手続の全てを網羅しているものではないことを御承知おきください。 

※それぞれの手続に関しての詳しい内容については、担当部署へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年度改正 
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❚り災証明書の発行  

西消防署 草津市上笠町 ０７７－５６８―０１１９ 

南消防署 草津市野路九丁目 ０７７－５６４―４９５１ 

 

り災証明書は消防署が発行する証明書で、火災保険の申請やり災建物の滅失登記、各種減

免の申請や税金の雑損控除などの際に必要となります。お住まいの地域を管轄している消

防署で所定の用紙に必要事項を記入のうえ、申請してください。 

申請の受付は、平日の午後５時１５分までとなっています。 

火災に係る諸手続を行う際には、り災証明書を準備した後に行ってください。 

※認印および２００円が必要です。 

※西消防署の管轄区域 

（草津学区 大路区 渋川学区 山田学区 笠縫学区 笠縫東学区 常盤学区） 

※南消防署の管轄区域 

（志津地区 志津南地区 矢倉学区 老上学区 老上西学区 玉川学区 南笠東学区） 

 

 

❚住民票の発行 

市民課 市役所１階 ３番窓口 ０７７－５６１－２３４４ 

 

住民票の発行にあたって、身分証明書が無い場合には、本人確認を行います。 

※り災証明書を御用意ください。 

※証明発行手数料１通につき３５０円が必要です。 

 

 

❚り災見舞金の交付（草津市） 

人とくらしのサポートセンター 市役所２階 ０７７－５６１―６９２７ 

 

住家が半焼、全焼した場合には、り災見舞金を受け取ることができますので、 

人とくらしのサポートセンターへお問い合わせください。 

種類 り災程度 金額 

り災見舞金 全焼または全壊 １世帯につき ３０，０００円 

半焼または半壊 １世帯につき ２０，０００円 

り災弔慰金 死亡 死亡者一人につき １００，０００円 
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※申請にあたっては、り災証明書と本人確認ができる書類（運転免許証など）をご用意くだ

さい。また、本人確認書類がない場合には住民票をご用意ください。 

※この他、生活支援が必要な方はご相談ください。 

※対象者は、本市に住所を置く被災した世帯の世帯主、またはその遺族です。また遺族につ

いては、死亡当時本人と生計を同じくしていた方が対象となります。詳しくはお問い合わ

せください。 

 

 

❚生活福祉資金の貸付 

草津市社会福祉協議会 ０７７-５６２－００８４ 

 

 低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯（日常生活上療養または介護を要する６５歳

以上の高齢者がいる世帯）で草津市内に住民票がある方を対象として、災害を受けたこと

により臨時に必要となる経費（生活費、住宅の補修・保全等）の貸付を受けることができ

ます。 

 ※貸付の可否および金額については、相談および滋賀県社会福祉協議会の審査の上決定

されますので、詳しくは草津市社会福祉協議会へお問い合わせください。 

 

 

❚生活つなぎ資金の貸付（令和 8 年６月３０日をもって事業を終了します） 

草津市社会福祉協議会 ０７７－５６２－００８４ 

 

 災害等により、一時的に生活困窮の状態に陥った場合、当面の生活資金の貸付を受け 

ることができます。草津市に住民票を移して６か月以上経過した人が対象で、申請には 

住民票と民生委員の意見書が必要となります。 

※貸付の可否および金額については、相談の上決定されますので、詳しくは社会福祉協

議会へお問い合わせください。 

 

 

❚弔慰金の交付（日本赤十字社） 

草津市社会福祉協議会 ０７７－５６２－００８４ 

 

火災により死亡された場合には、日本赤十字社から弔慰金（１０，０００円）をお渡しし
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ます。詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。 

 

 

❚運転免許証の再発行 

草津警察署・免許センター 

 

運転免許証をお持ちで焼失された方は、運転免許証の再発行を受けることができます。草

津警察署および免許センターで再交付を受けてください。 

※草津警察署での手続き（０７７－５６３－０１１０） 

受付 平日８：３０～１６：３０（即日交付不可能。約３週間後に取りに行く。） 

印鑑不要 写真不要 

本人確認資料必要（資格確認書、マイナンバーカード等のいずれかひとつ） 

※免許センターでの手続き（０７７－５８５－１２５５） 

受付 平日９：３０～１１：００/１４：００～１６：００（即日交付可能 

印鑑不要 写真不要 

本人確認資料必要（資格確認書、マイナンバーカード等のいずれかひとつ） 

詳細については、交付申請に行かれる前に必ず電話をして確認してください。 

 

 

❚国民健康保険資格確認書等・後期高齢者医療資格確認書等の再発行 

保険年金課 市役所１階 ７番窓口 

国民健康保険係 国民健康保険担当 ０７７－５６１－２３６６ 

福祉高齢者医療係 後期高齢者医療制度担当 ０７７－５６１－２３５８ 

被保険者または同一世帯の方が保険年金課窓口で再発行の手続を行います。その他の方

が行われる場合は、委任状が必要です。 

この際、手続をされる方の本人確認のできる書類（運転免許証など顔写真のついた公的証

明書）が必要です。 

本人確認のできる書類が無い場合は、本人宛の郵便物や預金通帳等を用いて確認を行い

ますが、その場合は郵送による再発行となり、１週間前後の時間が必要となります。 

※り災証明書を御用意ください。 
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❚福祉医療受給券（助成券）の再交付 

保険年金課 福祉高齢者医療係 福祉医療担当  

市役所１階 ７番窓口 ０７７－５６１－６９７５ 

 

再交付の申請には、受給対象者または同一世帯の方が保険年金課窓口で手続をお願いし

ます。その他の方が行われる場合は、委任状が必要です。 

この際、受給対象者または窓口にこられた方の本人が確認のできるものが必要です。 

 ※り災証明書を御用意ください。 

 

 

❚資格確認書等（社会保険）の再発行 

 資格確認書等の再発行につきましては、お勤め先の担当者へお問い合わせください。 

 

 

❚マイナンバーカードの交付・再交付 

市民課 市役所１階 １番・2番窓口 ０７７－５６１－２３４４ 

 

運転免許証をお持ちでない場合は、身分証明書として、マイナンバーカード（顔写真入り）

の発行を受けると便利です。 

ただし、交付・再交付ともに申請から受け取りまでに約１ヶ月かかります。 

 （特急発行申請の場合は、1 週間程度）。 

なお、再交付申請をする場合は、再交付手数料がかかる場合がありますので、御注意くださ

い。再交付手数料については、下記のとおりとなります。 

 

（１）通常の再交付申請 

  り災があった日から初めての申請かつ、り災証明書がある場合は、無料 

  り災証明書がない場合は、１，０００円 

（２）特急発行申請による再交付申請 

  り災があった日から３０日以内かつ、り災証明書がある場合は、無料 

  り災証明書がない場合は、２，０００円 
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❚クレジットカード・通帳 

（１）クレジットカード 

カード会社に焼失された旨を直ちに連絡してください。 

通知が遅れた場合、第三者に不正に使用されて、損害を被ることがあります。  

再発行手続は、カード会社により異なりますので、ご加入のカード会社にお問い合わせく

ださい。 

（２）預金通帳 

（下記は代表的な例です。金融機関によって手続は異なりますので、詳しくは各金融機関 

へお問い合わせください。） 

預金口座を開設した金融機関の窓口に通帳類が紛失または焼失した旨を届け出ます。こ

の際、本人であることを確認できる書類（運転免許証や資格確認書、住民票など）と印鑑が

必要になります。 

金融機関で上記の届け出を行った後、金融機関から本人に照会状が送付されます。 

受け取った照会状を金融機関の窓口に提示することによって再交付されます。 

 

 

❚公共サービス（電話・電気・ガス・水道・郵便） 

（１）電話（電話 １１３） 

 

まず、ＮＴＴへご連絡ください。１１３番が電話故障の際の連絡先になります。  

後日、り災証明と印鑑を持参のうえ、ＮＴＴに届け出をしてください。  

仮住まいへの電話移設の必要がある場合は、その旨を依頼します。  

なお、電話が買い取りではなく、ＮＴＴからレンタルしているときは修繕費を請求される

場合があります。 

 

（２）電気（関西電力送配電 滋賀支社 ０８００-７７７－８０６１） 

（関西電力㈱滋賀営業所 ０７７－５２２－２６１１） 

 

まず、電力会社にご連絡ください。自力消火の場合で、電気配線の補修が必要な場合は、

電気工事業者を早急に手配してください。 

 

（３）都市ガス（大阪ガスお客さまセンター ０１２０－８－９４８１７ 

 

消防署に通報があったり災については、通常、消防署からガス会社に連絡が入りますが、
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念のためガス会社にご確認ください。  

ガス会社は、メーターボックスをはずすなど閉栓処置をします。 

※プロパンガスについては取扱業者にお問い合わせください。 

 

（４）水道 

水道お客様センター 市役所２階 ０７７－５６１－２４４１ 

 

火災現場の後始末等が終わり、水道を使用しない場合は、速やかに草津市水道お客様セン

ターへ連絡してください。 

※水道料金の減免等はありません。 

 

（５）郵便局への連絡（草津郵便局 電話 ０７７－５６２－０８０２） 

 

郵便局に備え付けの転居届（はがき）に新住所と旧住所などを記入のうえ、投函すると、

旧住所宛の郵便物は１年間新住所に配達されます。り災建物の復旧後、旧住所に戻る場合は、

再度転居届（はがき）を投函してください。 

 

 

❚その他貴重品の紛失・焼失 

 

（１）年金証書・年金手帳（厚生年金・共済年金）・雇用保険被保険者証 

 

それぞれ、以下の窓口で、再発行の申請をしてください。 

 

・年金証書 

草津年金事務所で再発行の手続きをしてください。 

草津年金事務所 ０７７－５６７―２２２０ 

 

・年金手帳（厚生年金・共済年金） 

草津年金事務所で再発行の手続きをしてください。 

【注：年金手帳は令和４年４月に廃止となりましたので、基礎年金番号通知書の発行とな

ります。】 

草津年金事務所 ０７７－５６７―２２２０） 
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（２）保険証券 

損害保険や生命保険などの保険証券については、引受保険会社または取扱代理店に連絡

し、再発行の手続を依頼してください。 

 

 

❚市役所で行う諸手続 

 

（１）市営住宅への一時入居 

市営住宅課 市営住宅係 市役所５階 ０７７－５６１－２３９５ 

 

火災により住居を失ったときは、市営住宅へ入居できる場合があります。部屋の空き状況

等によりますので、担当課へお問い合わせください。（但し、一定の条件があります。） 

 

（２）火災に伴う廃棄物の処理 

資源循環推進課 草津市立クリーンセンター内（馬場町 1200 番地 25） 

０７７－５６２－６３６１ 

 

り災後の廃棄物を処理される場合、市で処理手数料を免除して廃棄物の一部を受け入れ

する制度があります。（草津市災害に伴う廃棄物処分に係る手数料免除に関する要綱） 

＊要綱において対象となる廃棄物は、火災またはその他の災害によって発生したものであ

り、火災の場合は下記のいずれかに該当するものです。 

①持ち家または自己が所有する建物である場合は、家財道具、生活用品の燃え残り等 

②借家である場合は、借主が所有する家財道具および生活用品の燃え残り等 

③店舗その他の併用住宅である場合は、自己の生活の用に供する部分にある家財道具、生活

用品の燃え残り等 

手数料免除の申請手続や、受け入れできる廃棄物の種類等については、資源循環推進課に

ご相談ください。 

 ※り災証明書をご用意ください。 

※事業者によるごみの持ち込みはできません。 

 

（３）基礎年金番号通知書（国民年金）の再発行 

保険年金課 国民年金係 市役所１階 ６番窓口 ０７７－５６１－２３６７ 

 

・基礎年金番号通知書（国民年金） 

保険年金課窓口および草津年金事務所で再発行の手続きが可能です。 
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なお、市役所でのお手続きの場合、再交付までに、約 1 か月かかり、申請の住所に郵送さ

れます。年金事務所で手続きの場合、即日～数日程度で交付されます。手続には身分を証

明する書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の提示が必要です。 

 

（４）印鑑登録証明書 

市民課 市役所１階 ３番窓口 ０７７－５６１－２３４４ 

 

登録する印鑑を持参し、市民課の窓口で「印鑑登録証亡失届・印鑑亡失届書」と「印鑑登

録申請書」を提出し、手続してください。この際、本人確認をしますので、本人の写真が貼

付されている公的証明書（運転免許証やパスポートなど）の提示が必要になります。公的証

明書がない場合、「照会書発送」になり後日の登録になります。また、草津市に住民登録が

ある人で既に印鑑登録している人が「保証人」になり、ご本人来庁により登録することもで

きます。 

※り災証明書を御用意ください。 

※登録手数料３５０円および証明発行手数料 1 通につき３５０円が必要です。 

 

（５）市税等の減免 

 

火災等の災害により被害を受けた納税者の方には、草津市税規則の規定により、市税等の

減免を受けられる場合があります。 

なお、減免を受けるには、申請が必要となります。詳しくは、税務課各担当にお問い合わ

せください。 

 

税 目 内     容 必要書類 担 当 

国民健康保険税  居宅または収入の基礎となる

資産の損害の程度に応じて税額

が減免されます。 

◆被災割合が３割以上５割未満 

・合計所得金額が 500 万円以下 

→保険税の５０％を減額 

・合計所得金額が 750 万円以下 

→保険税の２５％を減額 

・合計所得金額が 1,000 万円以

下 

→保険税の１２．５％を減額 

◆被災割合が５割以上 

・ 減免申請書 

・ 消防署が発行

したり災証明

書（コピー可） 

諸税管理係 

市役所 1 階 8 番窓口 

電話 

077-561-2308 
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・合計所得金額が 500 万円以下 

→保険税の１００％を減額 

・合計所得金額が 750 万円以下 

→保険税の５０％を減額 

・合計所得金額が 1,000 万円以

下 

→保険税の２５％を減額 

市  民  税  被害の程度と所得金額によ

り、税額が減免されます。 

◆災害等資産の損失 

 １割以下～全損（全焼） 

所得割額の１割～１０割の減額 

＊上記とは別に森林環境税（国

税）が免除となる場合あり（損害

割合３０％以上） 

市民税係 

市役所 1 階 9 番窓口 

電話  

077-561-2309 

固 定 資 産 税 被害の程度にもとづき、家屋

や償却資産の税額が減免されま

す。 

◆家屋 

り災証明書に記載された焼損面

積が延床面積の２０％以上‥‥

免除 

◆償却資産 

全焼または全壊…免除 

◆土地 

住宅が火災等により滅失した場

合、他の用途に使用できないな

ど一定の要件を満たす土地は、

翌年度から２年間住宅用地の特

例が受けられる場合がありま

す。 

資産税係 

市役所 1 階 10 番窓口 

電話  

077-561-2310 
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（６）市税等延滞金額の減免 

納税課 納税係 市役所１階 １１番窓口 ０７７－５６１－６５４１ 

 

市税等の延滞金の減免が受けられる場合があります（草津市税規則第１５条第１項第３

号の規定による）。 

 

(延滞金額の減免等) 

第 15 条 条例第 19 条に規定する延滞金額の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に

ついて、やむを得ないと認める場合に限り行うことができる。 

(3) 不慮の災害等により納付または納入が著しく困難と認める者 免除 

 ※り災証明書が必要となります。 

 

（７）障害者福祉サービスに係る負担金の減免 

障害福祉課 相談支援係 市役所１階 ２０番窓口 ０７７－５６１―２３６３ 

 

 障害者福祉サービスに係る負担金の減免が受けられる場合があります（障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律第３１条の規定による）。 

 

（介護給付費等の額の特例） 

第３１条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障

害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が

受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する

場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定め

る額」とする。 

２ 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支

給について前条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基

準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除し

て得た額とする」とする。 

※り災証明書が必要となります。 

 

（８）介護保険料の減免 

介護保険課 介護保険係 市役所１階 １６番窓口 ０７７－５６１―２３６９ 

 

介護保険料の減免が受けられる場合があります（草津市介護保険条例第１５条第１項第

１号の規定による）。 
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(保険料の減免) 

第 15 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認められる者に対し、

保険料を減免することができる。 

(1) 第 1 号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、

火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損

害を受けたこと。 

※り災証明書が必要となります。 

 

（９）介護（予防）サービス費の額の特例 

介護保険課 介護保険係 市役所１階 １６番窓口 ０７７－５６１―２３６９ 

    

居宅介護サービス費等の額の特例および介護予防サービス費等の額の特例が受けられる

場合があります（草津市居宅介護サービス費等の額の特例および介護予防サービス費等の

額の特例に関する取扱要領による） 

 

（特例の範囲） 

第 7 条 法第 50 条および法第 60 条に該当する者は、次のとおりとする。 

(1) 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省第 36 号。以下「省令」という。）第８３条第 1

項第 1 号および第 97 条第 1 項第 1 号 要介護被保険者あるいは要支援被保険者、または

その属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類す

る災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい被害を受けたこと。 

 

（１０）後期高齢者医療保険料の減免 

保険年金課 福祉高齢者医療係 後期高齢者医療制度担当 市役所 1階 ７番窓口 

０７７－５６１―２３５８ 

 

後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります（滋賀県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例第１７条第１項第１号の規定による）。 

 

(保険料の減免) 

第１７条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者の

うち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。 

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 

※り災証明書が必要となります。 
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（１１）建築確認申請手数料の減免 

建築政策課 建築指導係 市役所４階 ０７７－５６１－２３７８ 

 

り災後１年以内に草津市に確認申請を提出した場合には申請手数料の減免が受けられます

（草津市建築基準法施行細則第３条第１項第３号の規定による）。 

 ※確認申請の際にはり災証明書の添付が必要です。 

 

（確認申請等手数料の減免） 

第３条 建築物、建築設備または工作物（以下「建築物等」という。）のうち次の各号に掲

げるものに係る確認申請手数料（計画変更確認申請手数料を含む。）、中間検査申請手数料

および完了検査申請手数料（以下、「申請手数料」という。）は、手数料条例別表第１４項

に規定する申請手数料（同項第１号ウに掲げる手数料を除く。）の額の２分の１に減額す

るものとする。 

(1)災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の日から１年以内に確認申請書が提

出された建築物等 

 

（１２）就学援助費の受給 

教育委員会事務局学校教育課 学事・学校保健体育係 市役所６階  

０７７－５６１―２４２１ 

 

（５）の市民税の減免、または固定資産税の減免を受けた場合、草津市立小・中学校に通う

児童生徒の給食費や学用品費等の一部について、就学援助費が受給できる場合があります。 

※り災証明書の添付は不要です。 

（就学援助費の申請に先立ち、市民税または固定資産税の減免を受けていることが必要で

す。） 

 

（１３）母子健康手帳・母子健康手帳別冊（受診票等）の再発行 

子育て相談センター さわやか保健センター３階 ０７７－５６１－２３３９） 

 

火災り災により母子健康手帳および母子健康手帳別冊を焼失した場合は、申請に基

づき再交付を行います。ただし母子健康手帳別冊の再交付には、り災証明書が必要とな

ります。さわやか保健センターにお越しください。 

 

（１４）図書館資料貸出券の再発行及び貸出資料の弁償免除 

教育委員会事務局 図書館 ０７７－５６５―１８１８ 
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火災り災により図書館資料貸出券を焼失した場合は、申請に基づき再交付を行います。ま

た、貸出中資料が火災り災により破損した場合、弁償の免除を行います。ただし弁償の免除

には、り災証明書が必要となります。 

 

 

❚その他火災に係わる知識等 

 

（１）消火活動に対する費用弁償 

 

消防署、消防団からの消火活動の費用請求はありません。 

 

（２）建物登記関係 

大津地方法務局 大津市京町３-１-１ ０７７－５２２―４６７１） 

全焼した場合、法務局でり災建物の滅失登記の手続きを行う必要があります。この際、り

災証明書と印鑑証明書、建物滅失の登記申請書が必要となります。 

上記手続は土地家屋調査士に依頼する場合も多いようです。 

火災保険の保険金請求時に、登記簿謄本の提出を求められることがあります。 

 

（３）類焼させてしまったお宅へは 

失火によって他人に損害を与えても、いわゆる「失火責任法」により、失火者は故意また

は重過失がない限り、 不法行為責任（民法第７０９条）に基づく損害賠償責任は負わない

ことになっております。ただし、借家の場合は、大家に対して債務不履行責任（民法第４１

５条）に基づく損害賠償責任を負うことになります。  

法律上、損害賠償責任はなくとも、近隣へご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこも

ったお詫びを表しておくべきでしょう。 

 

（４）火災見舞に対するお返し 

火災などの災害見舞に対しては、基本的にお返しは不要とされています。 

ただし、物心ともにお世話になったご近所の方に対しては、感謝の気持ちとしてお礼をす

る場合が多いようです。  

近火見舞をいただいたときは、送られた品と同額程度の品物をお返しするのが、一般的の

ようです。 

 ※決まったものではありません。参考としてください。 
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❚雑損控除・災害減免法 

草津税務署 草津市大路二丁目 ０７７－５６２－１３１５ 

 

火災等の災害を受けた方は、確定申告で所得や税額を軽減できる雑損控除や災害減免法

のいずれかの適用を受けることができます。 

 手続方法や減免額などの詳しい内容は税務署へお問い合わせください。 

 

※問合せ先一覧 

○弔慰金の交付（日本赤十字社） 

（草津市社会福祉協議会 ０７７－５６２－００８４） 

○り災証明書の発行 

 西消防署 （草津市上笠町 ０７７－５６８―０１１９） 

南消防署 （草津市野路九丁目 ０７７－５６４―４９５１） 

○住民票の発行 

（市民課 市役所１階 ３番窓口 ０７７－５６１－２３４４） 

○り災見舞金の交付（草津市） 

（人とくらしのサポートセンター 市役所２階 ０７７－５６１―６９２７） 

○生活福祉資金の貸付 

（草津市社会福祉協議会 ０７７－５６２－００８４） 

○生活つなぎ資金の貸付（令和 8 年６月３０日をもって事業を終了します） 

（草津市社会福祉協議会 ０７７－５６２－００８４） 

○運転免許証の再発行 

 （草津警察署  ０７７－５６３－０１１０） 

 （免許センター ０７７－５８５－１２５５） 

○国民健康保険資格確認書等・後期高齢者医療資格確認書の再発行 

（保険年金課 国民健康保険係 国民健康保険担当 

市役所１階 ７番窓口 ０７７－５６１－２３６６） 

 （保険年金課 福祉高齢者医療係 後期高齢者医療制度担当 

市役所１階 ７番窓口 ０７７－５６１－２３５８） 

○福祉医療受給券（助成券）の再交付 

（保険年金課 福祉高齢者医療係 福祉医療担当 

市役所１階 ７番窓口 ０７７－５６１－６９７５）  

 

○マイナンバーカードの交付・再交付 

（市民課 市役所１階 １番・２番窓口 ０７７－５６１－２３４４） 
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○公共サービス（電話・電気・ガス・水道・郵便） 

（１）電話（電話 １１３） 

（２）電気（関西電力送配電滋賀営業所 ０８００－７７７－８０６１） 

（関西電力㈱滋賀営業所 ０７７－５２２－２６１１） 

（３）都市ガス（大阪ガスお客さまセンター ０１２０－８－９４８１７） 

（４）水道（水道お客様センター 市役所２階 ０７７－５６１－２４４１） 

（５）郵便局への連絡（草津郵便局 ０７７－５６２－０８０２） 

○その他貴重品の紛失・焼失 

（１）年金手帳等 

・年金手帳【年金手帳は令和 4 年 4 月に廃止となりましたので、再発行の申請をした場

合、基礎年金番号通知書（国民年金・厚生年金）の発行となります。】 

草津年金事務所 ０７７－５６７―２２２０    

・雇用保険被保険者証 

職業安定所（ハローワーク草津 ０７７－５６２－３７２０） 

○市役所で行う諸手続 

（１）市営住宅への一時入居 

  （市営住宅課 市営住宅係 市役所５階 ０７７－５６１－２３９５） 

（２）火災に伴う廃棄物の処理 

  （資源循環推進課 草津市立クリーンセンター内 ０７７－５６２－６３６１） 

（３）年金証書・年金手帳（国民年金・厚生年金）の再発行 

（保険年金課 国民年金係  

市役所１階 ６番窓口 ０７７－５６１－２３６７） 

（草津年金事務所 ０７７－５６７―２２２０） 

（４）印鑑登録証明書 

（市民課 市役所１階 ３番窓口 ０７７－５６１－２３４４） 

（５）市税等の減免 

  （税務課 市役所１階 

   諸税管理係 市役所１階８番窓口  ０７７－５６１-２３０８ 

   市民税係  市役所１階９番窓口  ０７７－５６１-２３０９ 

   資産税係 市役所１階１０番窓口  ０７７－５６１-２３１０） 

 

（６）市税等延滞金額の減免 

（納税課 納税係 市役所１階 １１番窓口 ０７７－５６１－６５４１） 

 

（７）障害者福祉サービスに係る負担金の減免 

（障害福祉課 相談支援係 市役所１階 ２０番窓口 ０７７－５６１―２３６３） 
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（８）介護保険料の減免 

（介護保険課 介護保険係 市役所 1 階 １６番窓口 ０７７－５６１―２３６９） 

（９）介護（予防）サービス費の額の特例 

（介護保険課 介護保険係 市役所 1 階 １６番窓口 ０７７－５６１―２３６９） 

（１０）後期高齢者医療保険料の減免 

（保険年金課 福祉高齢者医療係 後期高齢者医療制度担当  

市役所 1 階 ７番窓口 ０７７－５６１―２３５８） 

（１１）建築確認申請手数料の減免 

（建築政策課 建築指導係 市役所４階 ０７７－５６１－２３７８） 

（１２）就学援助費の受給 

（教育委員会事務局 学校教育課 学事・学校保健体育係 市役所６階  

０７７－５６１―２４２１） 

（１３）母子健康手帳・母子健康手帳別冊（受診票等）の再発行 

（子育て相談センター さわやか保健センター３階 ０７７－５６１－２３３９） 

（１４）図書館資料貸出券の再発行及び貸出資料の弁償免除 

（教育委員会事務局 図書館 ０７７－５６５―１８１８） 

 

○その他火災に係わる知識等 

（１）建物登記関係 

（大津地方法務局 大津市京町３-１-１ ０７７－５２２―４６７１） 

○雑損控除・災害減免法 

  （草津税務署 草津市大路二丁目 ０７７－５６２－１３１５） 


